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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第20期
第２四半期
累計期間

第20期
第２四半期
会計期間

第19期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (千円) 434,781 222,619 2,235,804

経常利益又は経常損失
（△）

(千円) △277,866 △144,936 52,906

四半期(当期)純利益又
は純損失（△）

(千円) △303,809 △166,154 27,541

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) ― 522,975 522,975

発行済株式総数 (株) ― 50,315 50,315

純資産額 (千円) ― 378,793 678,940

総資産額 (千円) ― 2,731,153 3,382,344

１株当たり純資産額 (円) ― 7,266.05 13,304.20

１株当たり四半期(当
期)純利益又は純損失
（△）

(円) △6,038.14 △3,302.28 547.38

潜在株式調整後
１株当たり四半期(当
期)純利益

(円) ― ― 414.19

１株当たり配当額 (円) ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 13.4 19.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △237,802 ― △300,709

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 114,673 ― △3,321

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 28,628 ― △640,305

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 419,759 514,259

従業員数 (名) ― 36 37

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２　売上高には消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

４　従業員数は、就業人員数を表示しております。

５　第20期第２四半期累計期間及び第20期第２四半期会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は

１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期会計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当社は関係会社を有していないため、該当事項はありません。

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 36
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期会計期間における生産実績を製品種別に示すと、次のとおりであります。
　

区分

第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
  至　平成20年９月30日)

生産高(千円)

サイバービジョン(屋外) 20,989

A-Line 104

新小型電子看板 889

その他情報機器 6,501

合計 28,485

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(注) ２　上記の金額には、工事加工費が含まれております。

　

(2) 受注実績

当社は、一部受注生産しておりますが、基本的には代理店、ユーザー等から入手する設備投資情報に基

づく見込生産を行っております。
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(3) 販売実績

当第２四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

区分

第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
  至　平成20年９月30日)

販売高(千円)

(情報機器事業収入) 96,021

　サイバービジョン(屋外) 75,952

　A-Line 2,411

　その他情報機器 17,657

(コンポーネント事業収入) 1,145

(運営事業収入) 125,451

　コンテンツ収入 62,006

　メンテナンス収入 33,567

　レンタル収入 25,806

　広告媒体収入 3,942

　その他運営収入 129

合計 222,619

(注) １　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

　

相手先

第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
  至　平成20年９月30日)

販売高(千円) 割合(％)

株式会社マルハン 59,905 26.9

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

（１)経営成績の分析

当第２四半期におけるわが国の経済は、信用力の低い個人向け住宅融資（サブプライムローン）問題を

背景とする米国経済の減速懸念や金融資本市場の混乱、原油価格の高騰等の影響を受け、景気の下振れリス

クが高まる展開となりました。それは、当社の主力商品である映像看板と関連の深い企業広告にも影響を与

えつつあります。また、現状における当社事業の中心的市場であるパチンコホール業界は、過年度における

法改正の影響や、金融機関の融資姿勢もより慎重になり、優良店においても大型投資にかかる資金調達が難

しくなってきている影響も大きく、引き続き投資抑制傾向が強まっております。 

　このような環境下、当社は新しいプロモーションメディアであるデジタルサイネージに的を絞り、映像看

板を中心としたＬＥＤビジョンの普及に注力するとともに、それをベースとしたコンテンツ提供や月次

サービス料を頂戴するシステムである新小型電子看板の普及による安定収益事業等の展開を図ってまいり

ました。 
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　ＬＥＤビジョン等の製造・販売を行う情報機器事業・コンポーネント事業につきましては、既述の通りの

事業環境で、特にパチンコホール業界は投資を先送りする姿勢が顕著であり、パチンコホール業界以外の一

般案件にも、大型投資に対する抑制傾向が強まっており、当第２四半期の実績は低調なものにとどまりまし

た。 

　一方、運営事業は映像コンテンツやメンテナンス・レンタルを中心に業容は引き続き拡大しており、当社

経営において主力事業となりつつあります。映像コンテンツは、映像年間契約が引き続き好調に推移し、い

くつかのスポット的な制作依頼を受注しました。また、メンテナンスも着実に成果が出ているとともに、レ

ンタルは、バレーボール会場等室内スポーツ・イベント関連の実績を積み重ねることができました。 

　新小型電子看板は、当社の主力事業となるべく展開を進めており、期初は代理店網の開拓に時間を要して

おりましたが、契約件数も徐々に増加しており、第３四半期以降の収益に寄与してくるものと思われます。 

　以上の結果、当第２四半期会計期間の売上高は222,619千円、営業損失141,433千円、経常損失144,936千円、

四半期純損失166,154千円となり、当第２四半期累計期間の売上高は434,781千円（前年同期比52.0％減）、

営業損失270,541千円(前年同期は営業損失72,691千円)、経常損失277,866千円（前年同期は経常損失

82,963千円)、四半期純損失303,809千円（前年同期は四半期純損失91,824千円）となりました。

　

（２)財政状態の分析

① 資産 

　当第２四半期末における資産合計は、前事業年度末に比べ651,191千円減の2,731,153千円となりました。 

　流動資産は、前事業年度末比680,715千円減の2,168,194千円となりました。その主な要因は、現金及び預金

の減少（前事業年度末比194,500千円減）と売上債権の減少（前事業年度末比441,546千円減）によるもの

です。現金及び預金の減少は、仕入債務の支払等によるものです。売上債権の減少は、前事業年度末にかけて

販売したサッカー場用ピッチビジョン等の売掛金を回収したことによるものです。 

　固定資産は、前事業年度末比29,524千円増の562,959千円となりました。その主な要因は、建設仮勘定の減

少（前事業年度末比170,348千円減）があったものの、レンタル資産が増加（前事業年度末比253,083千円

増）したことによるものです。建設仮勘定の減少とレンタル資産の増加は、当第１四半期会計期間におい

て、スポーツ・イベント向けの室内用ＬＥＤビジョンのユニットが完成したことによるものです。 

② 負債 

　当第２四半期末における負債合計は、前事業年度末に比べ351,044千円減の2,352,359千円となりました。

その主な要因は、新株予約権付社債が250,000千円増加したものの、仕入債務の減少（前事業年度末比

346,715千円減）と借入金の減少（前事業年度末比170,622千円減）があったことによるものです。仕入債

務の減少は、前事業年度末にかけて入荷したサッカー場用ピッチビジョン等の生産代金の支払によるもの

です。 

③ 純資産 

　当第２四半期末における純資産合計は、四半期純損失の計上（303,809千円）等により、前事業年度末に比

べ300,146千円減の378,793千円となりました。 

　

（３)キャッシュ・フローの状況

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

　当第２四半期会計期間において、売上債権の回収による増加はあったものの、仕入債務の支払いによる減

少と税引前四半期純損失等により、営業活動によるキャッシュ・フローは、183,274千円の減少となりまし

た。その結果、当第２四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、237,802千円の減少となりま

した。
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② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

　当第２四半期会計期間において、定期預金の払戻による収入等により、投資活動によるキャッシュ・フ

ローは、138,054千円増加となりました。その結果、当第２四半期累計期間の投資活動によるキャッシュ・フ

ローは、114,673千円の増加となりました。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

　当第２四半期会計期間において、有利子負債の返済により、財務活動によるキャッシュ・フローは146,151

千円減少となりました。その結果、当第２四半期累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、28,628

千円の増加となりました。

 以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半会計期間末残高は、第１四半期会計期間末と比べ191,370千

円減少し，また前事業年度末と比べ94,500千円減少し、419,759千円となりました。

　

（４)事業上及び財務上の対処すべき課題

当社株式は、平成20年８月の月末上場時価総額が５億円未満となりました。株券上場廃止基準第２条第１

項第３号（上場時価総額）に基づき、９ヶ月（事業の現状、今後の展開、事業の計画の改善その他ジャス

ダック証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を３ヶ月以内にジャスダック証券取引所に提出しな

い場合にあっては３ヶ月）以内に毎月の月間平均時価総額及び月末上場時価総額が５億円以上にならない

ときは、上場廃止となる状況となりました。

　当社は、全社を挙げて財務バランスを改善し、在庫圧縮、事業内容改善の諸施策を推し進め、企業価値を高

めることにより、今後ともジャスダック証券取引所での上場を維持するよう努めてまいる所存であります。

　

（５)研究開発活動

当第２四半期会計期間の研究開発費の総額は5,167千円であります。

　

（６)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　金融環境の急変により、パチンコホール業界を中心とする企業の投資が減少しており、当社の属する広告

業界もその環境変化を受けて、投資の縮小が進んでいます。

　一方で、映像看板（デジタルサイネージ）のニーズは増大しており、集客のみならず、広告収入目的や人材

募集にも活用されるようになってきており、パチンコホール業界のみならず、大手量販店などでも、デジタ

ルサイネージを活用される案件が増えてきております。

　このような市場環境に対し、当社は次のような経営戦略を具体化し展開しています。

① 急速な景気減速に対応し経費の削減を進める

　当社の事業の統廃合を含め、人件費の節減を行います。さらに、投資を抑制し広告予算の削減など諸経費の

節減を行います。

② 安定的収入の確保

　映像看板（デジタルサイネージ）の機器を購入して頂いた顧客に映像コンテンツを供給する事業の強化

を行います。魅力ある番組を当社で新規に制作し、既に当社製品を利用されている顧客に提供することに

よって安定的な収益を実現します。

　また、新小型看板のリース導入により、当社の継続収入に繋がるモデルを展開します。

③ 映像看板の効果測定を行う

　昨今の広告予算削減に伴う売上の減少に対し、当社といたしましては、顧客の広告宣伝費としてではなく、

販売促進の手法として映像看板を提供します。放映する映像コンテンツの内容に関しても効果のあるもの
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を提案させて頂き、時間軸によって最適な映像・文字を放映することによって、その映像看板を見た人が実

際に入店・購買するという所までフォローしてまいります。

　また、人材募集（アルバイト募集）の媒体としても映像看板を活用し、実際に採用していただくことで、コ

スト削減の効果を提案してまいります。

④ パチンコホール以外の業界にも展開します

　映像看板の効果が認識され始めており、パチンコホール以外の一般の店舗にも活用が広がっています。新

小型看板は大型に比べ価格も低く、当社リースによる導入のしやすさもあることから飲食店や酒類小売業

などの一般の店舗へも普及を図っています。

　また、スポーツ競技場などでの活用も積極的に推進してまいります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期会計期間に以下の設備を取得いたしました。

事業所名
(所在地)

設備の内容
帳簿価額(千円)

従業員数(名)
工具、器具及び備品 レンタル資産 合計

　本社
　(横浜市西区)

レンタル資産 ― 4,096 4,096 36

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期会計期間において、第１四半期会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却につ

いて重要な変更並びに設備計画の完了はありません。また、当第２四半期会計期間において、新たに確定

した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000

計 200,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 50,315 50,315
ジャスダック
証券取引所

株主としての権利内容に制限の
ない、標準となる株式

計 50,315 50,315 ― ―

(注)提出日現在の発行数には、平成20年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

①　新株予約権

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権

(イ)平成18年６月29日定時株主総会決議に基づく平成19年６月25日取締役会決議

第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数 790個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　　　（注）１ 790株

新株予約権の行使時の払込金額 34,255円

新株予約権の行使期間 平成21年6月29日から平成23年6月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額　　　　　　　（注）２

発行価額34,255円
資本組入額17,128円

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するも

のとします。ただし、かかる調整は、上記新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的た

る株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる１株に満たない端数についてはこれを切り捨てるのものと

します。
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 　　　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　

２　 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株あたりの払込価格を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は切上げるものとします。

　

調整後１株あたり払込価額＝調整前１株あたり払込価額×
１

分割・併合の比率

　

３　 新株予約権の行使の条件

　　新株予約権利者は、一度の手続において本新株予約権の全部または一部を行使することができます。その他の新

株予約権の行使条件については、平成19年６月25日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権利者との

間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定められています。

　

４　 従業員9名が中途退職しており、210株が失効しております。

　

(ロ)平成19年６月28日定時株主総会決議に基づく平成19年６月29日取締役会決議

第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数 400個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　　　（注）１ 400株

新株予約権の行使時の払込金額 34,255円

新株予約権の行使期間 平成21年6月29日から平成24年6月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額　　　　　　　（注）２

発行価額34,255円
資本組入額17,128円

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するも

のとします。ただし、かかる調整は、上記新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的た

る株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる１株に満たない端数についてはこれを切り捨てるのものと

します。

　

 　　　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　

２　 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株あたりの払込価格を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は切上げるものとします。

　

調整後１株あたり払込価額＝調整前１株あたり払込価額×
１

分割・併合の比率

　

３　 新株予約権の行使の条件

　　新株予約権利者は、一度の手続において本新株予約権の全部または一部を行使することができます。その他の新

株予約権の行使条件については、平成19年６月29日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権利者との

間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定められています。

　

４　 従業員２名が中途退職しており、125株が失効しております。

　

②　新株予約権付社債
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　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権付社債

(イ)平成18年11月13日開催取締役会決議

第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権付社債の残高　　　　　(注)５ 200百万円

新株予約権の数 ２個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　(注)１,２,４ 3,236株

新株予約権の行使時の払込金額 61,800円

新株予約権の行使期間
平成19年１月１日から
平成23年11月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額　　(注)２,４

 発行価格　 　61,800円
資本組入額　　30,900円

新株予約権の行使の条件 本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項
本社債と本新株予約権のうちの一方のみを譲渡することはでき
ない。

代用払込みに関する事項

本新株予約権1個の行使に際してする出資の目的とされる財産
は、当該新株予約権に係る本社債とし、当該本社債の価額は、当
該本社債の満期日である平成23年11月30日の償還価額と同額と
します。ただし、交付株式数に転換価額61,800円を乗じた額（た
だし、転換価額の調整が行われた場合は調整後の転換価額）を
乗じた額が、行使請求する本新株予約権に係る本社債の満期日
の償還価額を下回る場合には、本新株予約権1個の行使に際して
する出資の目的とされる財産は、当該本新株予約権に係る当該
差額部分を除いたものとし、この場合の当該本社債の価額は当
該本社債の満期日の償還価額から当該価額を差し引いた額とし
ます。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注) １　新株予約権の目的となる株式の数は、社債の払込金額の総額を、新株予約権行使時の払込金額で除して得られ

る最大整数とし、１株未満の端数が生じた場合は現金による精算を行います。 

　

(注) ２　当社は、次に定めるとおり、新株予約権付社債の転換価額の調整を行う。 

① 新株予約権付社債の発行後、下記②に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、次に定める算式をもって

転換価額を調整する。 

　

調整後
転換価額
 

＝
調整前
転換価額
 

×
既発行株式数＋

交付株式数×1株当たりの払込金額

時価

既発行株式数+交付株式数

　

② 転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適

用時期については、次に定めるところによる。 

（ⅰ）　下記③（ⅱ）に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（ただし、下記

(ⅲ)記載の証券（権利）の取得と引換え若しくは当該証券（権利）の取得と引換えに交付される新株予約権

の行使による交付又は下記(ⅳ)記載の新株予約権の行使若しくは当該新株予約権の行使により交付される株

式の取得と引換えによる交付の場合を除く。） 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以

下同じ。）の翌日以降、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、こ

れを適用する。 

（ⅱ）　当社普通株式について株式分割又は株式無償割当てを行う場合 

　調整後の転換価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てにつ

いて株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、また、当社普通株式

の無償割当てについて株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合には、当該割当ての効力
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発生日の翌日以降、これを適用する。 

（ⅲ）　下記③（ⅱ）に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式、当社普通株式を交付することと引換

えに取得される株式又は取得させることができる株式若しくは当社普通株式の交付を請求することができる

新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又は取得させることができる証券（権利）、

又は行使することにより当社普通株式若しくは当社普通株式を交付することと引換えに取得される株式又は

取得させることができる株式の交付を受けることができる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。以下同じ。）を発行する場合（無償割当ての場合を含む。） 

　調整後の転換価額は、発行される証券（権利）又は新株予約権（以下「取得請求権付証券等」という。）の

全てが当初の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして（当社普通株式を交付する

ことと引換えに取得される株式又は取得させることができる株式若しくは当社普通株式の交付を請求するこ

とができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又は取得させることができる証券

（権利）、又は当社普通株式を交付することと引換えに取得される株式又は取得させることができる株式の

交付を受けることができる新株予約権の場合、さらに当該株式又は当該新株予約権の全てが当初の条件で取

得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして）転換価額調整式を準用して算出するものとし、

払込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、こ

れを適用する。 

　ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用す

る。 

　上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付証券等が発行され

た時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付証

券等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして（当

社普通株式を交付することと引換えに取得される株式又は取得させることができる株式若しくは当社普通株

式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又は取得さ

せることができる証券（権利）、又は当社普通株式を交付することと引換えに取得される株式又は取得させ

ることができる株式の交付を受けることができる新株予約権の場合、さらに当該株式又は当該新株予約権の

全てが当初の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして）上記①に定める転換価額

調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 

（ⅳ）　上記②（ⅰ）乃至（ⅲ）の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定

され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件と

しているときには、上記②（ⅰ）乃至（ⅲ）にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日

以降これを適用するものとする。 

　この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株

予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。ただし、株券の交付について

は　下記（注３）の規定を準用する。 

　

   株式数 ＝
（調整前転換価額－調整後転換価額）×調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数

調整後転換価額
 

この場合に１株未満の端数を生じたときは、下記（注４）の規定に従って現金による精算を行う。 

③（ⅰ）　転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。 

（ⅱ）　上記①に定める転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日（ただし、 

上記②（ⅳ）の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を除く。）の株式会

社ジャスダック証券取引所（当社普通株式の株式会社ジャスダック証券取引所への上場が廃止された上で、

当社普通株式が他の証券取引所に上場される場合には、当該他の証券取引所（当該他の証券取引所が複数の

場合には、当社普通株式の普通取引の出来高等を考慮して、当社が最も合理的に適切と判断し、本新株予約権

付社債の社債権者の同意を得た証券取引所））における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値とす

る。 

　この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。 

（ⅲ）　上記①に定める転換価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、又、基準日が

ない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日に

おける当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。又、上記②（ⅱ）の株式分割の場合には、転換価額

調整式で使用する交付株式数は、株式分割のための基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられ

る当社普通株式数を含まないものとする。 

④　上記②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、合理的に必要な転換価

EDINET提出書類

アビックス株式会社(E02096)

四半期報告書

13/34



額の調整を行う。 

（ⅰ）　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を完全親会社とす

る株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。 

（ⅱ）　その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要と

するとき。 

（ⅲ）　転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出

に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

　

(注) ３　株券の交付方法 

　当社は、行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。 

　

(注) ４　（注）２②（ⅳ）に定める1株未満の端数が生じた場合は、調整前転換価額から調整後転換価額を減じた額に

調整前転換価額により同（ⅳ）に定める期間内に交付された株式数を乗じた額から同（ⅳ）の規定に従い交

付する株式数に調整後転換価額を乗じた額を差し引いた額を、行使請求する本新株予約権に係る本社債の償

還金として、追加で支払う。 

(注) ５　当社は、平成20年６月２日に当該新株予約権付社債の一部を買入消却しております。 

　

(ロ)平成18年11月13日開催取締役会決議

第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権付社債の残高　　　　　 700百万円

新株予約権の数 ７個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　(注)１,２,４ 11,326株

新株予約権の行使時の払込金額 61,800円

新株予約権の行使期間
平成20年12月１日から
平成23年11月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額　　(注)２,４

 発行価格　 　61,800円
資本組入額　　30,900円

新株予約権の行使の条件 本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項
本社債と本新株予約権のうちの一方のみを譲渡することはでき
ない。

代用払込みに関する事項

本新株予約権1個の行使に際してする出資の目的とされる財産
は、当該新株予約権に係る本社債とし、当該本社債の価額は、当
該本社債の満期日である平成23年11月30日の償還価額と同額と
します。ただし、交付株式数に転換価額61,800円を乗じた額（た
だし、転換価額の調整が行われた場合は調整後の転換価額）を
乗じた額が、行使請求する本新株予約権に係る本社債の満期日
の償還価額を下回る場合には、本新株予約権1個の行使に際して
する出資の目的とされる財産は、当該本新株予約権に係る当該
差額部分を除いたものとし、この場合の当該本社債の価額は当
該本社債の満期日の償還価額から当該価額を差し引いた額とし
ます。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注) １　新株予約権の目的となる株式の数は、社債の払込金額の総額を、新株予約権行使時の払込金額で除して得られ

る最大整数とし、１株未満の端数が生じた場合は現金による精算を行います。 

　

(注) ２　当社は、次に定めるとおり、新株予約権付社債の転換価額の調整を行う。 

① 新株予約権付社債の発行後、下記②に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、次に定める算式をもって

転換価額を調整する。 
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調整後
転換価額
 

＝
調整前
転換価額
 

×
既発行株式数＋

交付株式数×1株当たりの払込金額

時価

既発行株式数+交付株式数

　

② 転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適

用時期については、次に定めるところによる。 

（ⅰ）　下記③（ⅱ）に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（ただし、下記

(ⅲ)記載の証券（権利）の取得と引換え若しくは当該証券（権利）の取得と引換えに交付される新株予約権

の行使による交付又は下記(ⅳ)記載の新株予約権の行使若しくは当該新株予約権の行使により交付される株

式の取得と引換えによる交付の場合を除く。） 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以

下同じ。）の翌日以降、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、こ

れを適用する。 

（ⅱ）　当社普通株式について株式分割又は株式無償割当てを行う場合 

　調整後の転換価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てにつ

いて株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、また、当社普通株式

の無償割当てについて株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合には、当該割当ての効力

発生日の翌日以降、これを適用する。 

（ⅲ）　下記③（ⅱ）に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式、当社普通株式を交付することと引換

えに取得される株式又は取得させることができる株式若しくは当社普通株式の交付を請求することができる

新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又は取得させることができる証券（権利）、

又は行使することにより当社普通株式若しくは当社普通株式を交付することと引換えに取得される株式又は

取得させることができる株式の交付を受けることができる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。以下同じ。）を発行する場合（無償割当ての場合を含む。） 

　調整後の転換価額は、発行される証券（権利）又は新株予約権（以下「取得請求権付証券等」という。）の

全てが当初の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして（当社普通株式を交付する

ことと引換えに取得される株式又は取得させることができる株式若しくは当社普通株式の交付を請求するこ

とができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又は取得させることができる証券

（権利）、又は当社普通株式を交付することと引換えに取得される株式又は取得させることができる株式の

交付を受けることができる新株予約権の場合、さらに当該株式又は当該新株予約権の全てが当初の条件で取

得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして）転換価額調整式を準用して算出するものとし、

払込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、こ

れを適用する。 

　ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用す

る。 

　上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付証券等が発行され

た時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付証

券等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして（当

社普通株式を交付することと引換えに取得される株式又は取得させることができる株式若しくは当社普通株

式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又は取得さ

せることができる証券（権利）、又は当社普通株式を交付することと引換えに取得される株式又は取得させ

ることができる株式の交付を受けることができる新株予約権の場合、さらに当該株式又は当該新株予約権の

全てが当初の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして）上記①に定める転換価額

調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 

（ⅳ）　上記②（ⅰ）乃至（ⅲ）の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定

され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件と

しているときには、上記②（ⅰ）乃至（ⅲ）にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日

以降これを適用するものとする。 

　この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株

予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。ただし、株券の交付について

は　下記（注３）の規定を準用する。 

　

   株式数 ＝
（調整前転換価額－調整後転換価額）×調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数

調整後転換価額
 

　

この場合に１株未満の端数を生じたときは、下記（注４）の規定に従って現金による精算を行う。 
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③（ⅰ）　転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。 

（ⅱ）　上記①に定める転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日（ただし、 

上記②（ⅳ）の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を除く。）の株式会

社ジャスダック証券取引所（当社普通株式の株式会社ジャスダック証券取引所への上場が廃止された上で、

当社普通株式が他の証券取引所に上場される場合には、当該他の証券取引所（当該他の証券取引所が複数の

場合には、当社普通株式の普通取引の出来高等を考慮して、当社が最も合理的に適切と判断し、本新株予約権

付社債の社債権者の同意を得た証券取引所））における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値とす

る。 

　この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。 

（ⅲ）　上記①に定める転換価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、又、基準日が

ない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日に

おける当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。又、上記②（ⅱ）の株式分割の場合には、転換価額

調整式で使用する交付株式数は、株式分割のための基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられ

る当社普通株式数を含まないものとする。 

④　上記②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、合理的に必要な転換価

額の調整を行う。 

（ⅰ）　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を完全親会社とす

る株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。 

（ⅱ）　その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要と

するとき。 

（ⅲ）　転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出

に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

　

(注) ３　株券の交付方法 

　当社は、行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。 

　

(注) ４　（注）２②（ⅳ）に定める1株未満の端数が生じた場合は、調整前転換価額から調整後転換価額を減じた額に

調整前転換価額により同（ⅳ）に定める期間内に交付された株式数を乗じた額から同（ⅳ）の規定に従い交

付する株式数に調整後転換価額を乗じた額を差し引いた額を、行使請求する本新株予約権に係る本社債の償

還金として、追加で支払う。 

　

（ハ)平成20年５月23日開催取締役会決議

第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権付社債の残高　　　　　 350百万円

新株予約権の数 ７個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　(注)１,２,４ 19,999株

新株予約権の行使時の払込金額 17,500円

新株予約権の行使期間
平成20年７月10日から
平成24年11月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額　　(注)２,４

 発行価格　 　17,500円
資本組入額　　8,750円

新株予約権の行使の条件 本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項
本社債と本新株予約権のうちの一方のみを譲渡することはでき
ない。
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代用払込みに関する事項

本新株予約権1個の行使に際してする出資の目的とされる財産
は、当該新株予約権に係る本社債とし、当該本社債の価額は、当
該本社債の満期日である平成24年11月30日の償還価額と同額と
します。ただし、本新株予約権付社債の社債権者は、その選択に
より、平成20年7月10日以降、当社に対して、償還すべき日の10営
業日以上60営業日以内の事前通知を行い、かつ、当該通知書記載
の繰上償還日までに本新株予約権付社債券を償還金支払場所に
提出することにより、当該繰上償還日に、その保有する本社債の
全部又は一部を額面100円につき金100円で繰上償還することを
当社に対して請求する権利を有する。また、交付株式数に転換価
額17,500円を乗じた額（ただし、転換価額の調整が行われた場
合は調整後の転換価額）を乗じた額が、行使請求する本新株予
約権に係る本社債の満期日の償還価額を下回る場合には、本新
株予約権1個の行使に際してする出資の目的とされる財産は、当
該本新株予約権に係る当該差額部分を除いたものとし、この場
合の当該本社債の価額は当該本社債の満期日の償還価額から当
該価額を差し引いた額とします。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注) １　新株予約権の目的となる株式の数は、社債の払込金額の総額を、新株予約権行使時の払込金額で除して得られ

る最大整数とし、１株未満の端数が生じた場合は現金による精算を行います。 

　

(注) ２　当社は、次に定めるとおり、新株予約権付社債の転換価額の調整を行う。 

① 新株予約権付社債の発行後、下記②に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、次に定める算式をもって

転換価額を調整する。 

調整後
転換価額
 

＝
調整前
転換価額
 

×
既発行株式数＋

交付株式数×1株当たりの払込金額

時価

既発行株式数+交付株式数

　

② 転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適

用時期については、次に定めるところによる。 

（ⅰ）　下記③（ⅱ）に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（ただし、下記

(ⅲ)記載の証券（権利）の取得と引換え若しくは当該証券（権利）の取得と引換えに交付される新株予約権

の行使による交付又は下記(ⅳ)記載の新株予約権の行使若しくは当該新株予約権の行使により交付される株

式の取得と引換えによる交付の場合を除く。） 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以

下同じ。）の翌日以降、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、こ

れを適用する。 

（ⅱ）　当社普通株式について株式分割又は株式無償割当てを行う場合 

　調整後の転換価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てにつ

いて株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、また、当社普通株式

の無償割当てについて株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合には、当該割当ての効力

発生日の翌日以降、これを適用する。 

（ⅲ）　下記③（ⅱ）に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式、当社普通株式を交付することと引換

えに取得される株式又は取得させることができる株式若しくは当社普通株式の交付を請求することができる

新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又は取得させることができる証券（権利）、

又は行使することにより当社普通株式若しくは当社普通株式を交付することと引換えに取得される株式又は

取得させることができる株式の交付を受けることができる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。以下同じ。）を発行する場合（無償割当ての場合を含む。） 

　調整後の転換価額は、発行される証券（権利）又は新株予約権（以下「取得請求権付証券等」という。）の

全てが当初の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして（当社普通株式を交付する

ことと引換えに取得される株式又は取得させることができる株式若しくは当社普通株式の交付を請求するこ

とができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又は取得させることができる証券

（権利）、又は当社普通株式を交付することと引換えに取得される株式又は取得させることができる株式の

交付を受けることができる新株予約権の場合、さらに当該株式又は当該新株予約権の全てが当初の条件で取

得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして）転換価額調整式を準用して算出するものとし、

払込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、こ

れを適用する。 

　ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用す

る。 

　上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付証券等が発行され

た時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付証

券等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして（当
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社普通株式を交付することと引換えに取得される株式又は取得させることができる株式若しくは当社普通株

式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又は取得さ

せることができる証券（権利）、又は当社普通株式を交付することと引換えに取得される株式又は取得させ

ることができる株式の交付を受けることができる新株予約権の場合、さらに当該株式又は当該新株予約権の

全てが当初の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして）上記①に定める転換価額

調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 

（ⅳ）　上記②（ⅰ）乃至（ⅲ）の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定

され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件と

しているときには、上記②（ⅰ）乃至（ⅲ）にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日

以降これを適用するものとする。 

　この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株

予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。ただし、株券の交付について

は　下記（注３）の規定を準用する。 

　

   株式数 ＝
（調整前転換価額－調整後転換価額）×調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数

調整後転換価額
 

　

この場合に１株未満の端数を生じたときは、下記（注４）の規定に従って現金による精算を行う。 

③（ⅰ）　転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。 

（ⅱ）　上記①に定める転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日（ただし、 

上記②（ⅳ）の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を除く。）の株式会

社ジャスダック証券取引所（当社普通株式の株式会社ジャスダック証券取引所への上場が廃止された上で、

当社普通株式が他の証券取引所に上場される場合には、当該他の証券取引所（当該他の証券取引所が複数の

場合には、当社普通株式の普通取引の出来高等を考慮して、当社が最も合理的に適切と判断し、本新株予約権

付社債の社債権者の同意を得た証券取引所））における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値とす

る。 

　この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。 

（ⅲ）　上記①に定める転換価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、又、基準日が

ない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日に

おける当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。又、上記②（ⅱ）の株式分割の場合には、転換価額

調整式で使用する交付株式数は、株式分割のための基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられ

る当社普通株式数を含まないものとする。 

④　上記②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、合理的に必要な転換価

額の調整を行う。 

（ⅰ）　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を完全親会社とす

る株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。 

（ⅱ）　その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要と

するとき。 

（ⅲ）　転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出

に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

　

(注) ３　株券の交付方法 

　当社は、行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。 

　

(注) ４　（注）２②（ⅳ）に定める1株未満の端数が生じた場合は、調整前転換価額から調整後転換価額を減じた額に

調整前転換価額により同（ⅳ）に定める期間内に交付された株式数を乗じた額から同（ⅳ）の規定に従い交

付する株式数に調整後転換価額を乗じた額を差し引いた額を、行使請求する本新株予約権に係る本社債の償

還金として、追加で支払う。 

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
　　　(株)

発行済株式
総数残高
　　(株)

資本金増減額
　　　(千円)

資本金残高
　　(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年７月１日～
平成20年９月30日

― 50,315 ― 522,975 ― 118,884
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(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

時　　本　　　豊太郎  横浜市西区 12,115 24.07

熊　　﨑　　　友　久  神奈川県三浦郡葉山町 7,240 14.38

大　　石　　　昌　利  神奈川県逗子市 1,280 2.54

      株式会社細田協佑社  東京都中央区日本橋１丁目２-５ 1,125 2.23

株式会社セキネネオン  茨城県潮来市古高3480番地の１ 790 1.57

トヨタ自動車株式会社  愛知県豊田市トヨタ町1番地 750 1.49

田　　中　　　治　夫  三重県津市 619 1.23

    　田　　代　　　寿　一  神奈川県秦野市 462 0.91

    　株式会社飛鳥商事
 岩手県紫波郡矢巾町大字高田第14地割６
－1

380 0.75

      株式会社メック  宮城県仙台市宮城野区平成２丁目12-29 340 0.67

計 ― 25,101 49.89

　

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　50,315 50,315 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 50,315 ― ―

総株主の議決権 ― 50,315 ―

(注)　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が5株（議決権5個）含まれてお

ります。

　

② 【自己株式等】

　該当事項はありません。

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　４月

　
　５月

　
　６月

　
　７月

　
　８月

　
　９月

最高(円) 16,80018,50017,50015,50014,0009,000
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最低(円) 14,49016,20014,95012,2208,800 5,610

(注)　株価はジャスダック証券取引所におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

　

(１) 退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 管理本部副本部長 稲垣雅弘 平成20年８月31日

(２) 役職の異動

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長 代表取締役会長兼社長 時本豊太郎 平成20年6月30日

 取締役副社長 取締役営業本部本部長 熊﨑友久 平成20年6月30日
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第５ 【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期会計期間(平成20年７月１日か

ら平成20年９月30日まで)及び当第２四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)に係

る四半期財務諸表について、監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。

　

３　四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】
　(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 449,794 644,294

受取手形及び売掛金 500,912 942,459

製品 724,227 658,419

原材料 416,825 511,206

仕掛品 1,804 249

その他 92,241 100,617

貸倒引当金 △17,611 △8,337

流動資産合計 2,168,194 2,848,909

固定資産

有形固定資産

工具、器具及び備品（純額） ※１
 76,315

※１
 89,018

レンタル資産（純額） ※１
 414,599

※１
 161,515

建設仮勘定 － 170,348

有形固定資産合計 ※１
 490,914

※１
 420,882

無形固定資産 5,212 6,292

投資その他の資産

その他 67,189 108,412

貸倒引当金 △357 △2,152

投資その他の資産合計 66,832 106,260

固定資産合計 562,959 533,435

資産合計 2,731,153 3,382,344

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 125,798 472,514

1年内返済予定の長期借入金 236,512 275,728

1年内償還予定の社債 200,000 100,000

未払法人税等 1,646 3,551

製品保証引当金 5,252 11,727

その他 85,471 115,217

流動負債合計 654,681 978,739

固定負債

社債 300,000 450,000

新株予約権付社債 1,250,000 1,000,000

長期借入金 112,002 243,408

その他 35,675 31,256

固定負債合計 1,697,677 1,724,664

負債合計 2,352,359 2,703,404

純資産の部

株主資本

資本金 522,975 522,975

資本剰余金 118,884 118,884

利益剰余金 △276,267 27,541

株主資本合計 365,591 669,400

新株予約権 13,202 9,539

純資産合計 378,793 678,940

負債純資産合計 2,731,153 3,382,344
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　(2)【四半期損益計算書】
    【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年９月30日)

売上高 434,781

売上原価 251,084

売上総利益 183,697

販売費及び一般管理費 ※１
 454,238

営業損失（△） △270,541

営業外収益

受取利息 770

その他 239

営業外収益合計 1,010

営業外費用

支払利息 4,368

社債利息 2,618

その他 1,348

営業外費用合計 8,334

経常損失（△） △277,866

特別利益

貸倒引当金戻入額 646

製品保証引当金戻入額 2,075

その他 902

特別利益合計 3,624

特別損失

たな卸資産廃棄損 1,631

その他 386

特別損失合計 2,017

税引前四半期純損失（△） △276,259

法人税、住民税及び事業税 475

法人税等調整額 27,075

法人税等合計 27,550

四半期純損失（△） △303,809
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期会計期間
(自 平成20年７月１日
 至 平成20年９月30日)

売上高 222,619

売上原価 133,683

売上総利益 88,935

販売費及び一般管理費 ※１
 230,369

営業損失（△） △141,433

営業外収益

受取利息 640

その他 51

営業外収益合計 691

営業外費用

支払利息 2,018

社債利息 1,558

その他 618

営業外費用合計 4,195

経常損失（△） △144,936

特別利益

貸倒引当金戻入額 126

賞与引当金戻入額 5,575

製品保証引当金戻入額 1,768

特別利益合計 7,470

特別損失

たな卸資産廃棄損 988

その他 386

特別損失合計 1,375

税引前四半期純損失（△） △138,841

法人税、住民税及び事業税 237

法人税等調整額 27,075

法人税等合計 27,312

四半期純損失（△） △166,154
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　(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △276,259

減価償却費 59,540

ソフトウエア償却費 1,477

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,478

製品保証引当金の増減額（△は減少） △6,474

株式報酬費用 3,662

受取利息及び受取配当金 △770

支払利息 4,368

社債利息 2,618

売上債権の増減額（△は増加） 443,289

たな卸資産の増減額（△は増加） ※2
 △93,943

未収消費税等の増減額（△は増加） △21,309

仕入債務の増減額（△は減少） △333,250

未払金の増減額（△は減少） △26,094

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は
減少）

△1,430

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,307

その他 9,578

小計 △230,825

利息及び配当金の受取額 770

利息の支払額 △6,797

法人税等の支払額 △950

営業活動によるキャッシュ・フロー △237,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △5,032

定期預金の払戻による収入 144,070

有形固定資産の取得による支出 △24,363

投資活動によるキャッシュ・フロー 114,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △170,622

社債の償還による支出 △50,000

新株予約権付社債の発行による収入 349,890

新株予約権付社債の買入消却による支出 △100,000

長期未払金の返済による支出 △639

財務活動によるキャッシュ・フロー 28,628

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △94,500

現金及び現金同等物の期首残高 514,259

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 419,759

EDINET提出書類

アビックス株式会社(E02096)

四半期報告書

26/34



【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

1　会計方針の変更

(１)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準

委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を第

１四半期会計期間から適用し、評価基準については、原

価法から原価法（収益性の低下による簿価切り下げの

方法）に変更しております。

　なお、この変更により損益に与える影響はありません。

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

１　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している固定資産については、当事業

年度にかかる減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

　　該当事項はありません。

　

【追加情報】

　　該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

 
※１　有形固定資産の減価償却累計額　　　538,671千円
 

 
※１　有形固定資産の減価償却累計額　　　479,130千円
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(四半期損益計算書関係)

第２四半期累計期間

　
当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

※１ 販売費及び一般管理費の主なものは次のとおりで

あります。

役員報酬 42,100千円

給料手当 83,656千円

賞与 22,719千円

貸倒引当金繰入額 9,525千円

荷造運賃 15,238千円

広告宣伝費 59,159千円

支払手数料 37,634千円

支払地代家賃 22,848千円

研究開発費 25,503千円

減価償却費 21,313千円

　

第２四半期会計期間

　
当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

※１ 販売費及び一般管理費の主なものは次のとおりで

あります。

役員報酬 20,800千円

給料手当 41,710千円

賞与 8,725千円

貸倒引当金繰入額 10,922千円

荷造運賃 6,694千円

広告宣伝費 27,436千円

支払手数料 24,770千円

支払地代家賃 11,426千円

研究開発費 5,167千円

減価償却費 11,015千円

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 449,794千円

預入期間が３か月超の定期預金 　△30,035千円　　　　

現金及び現金同等物 419,759千円
 
※２　営業活動によるキャッシュ・フローのたな卸資産

の増減額には、たな卸資産からレンタル資産（有形

固定資産）への振替金額120,962千円が含まれてい

ます。

　

(株主資本等関係)

当第２四半期会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自平成20年４月１日至平成20

年９月30日）

１　発行済株式に関する事項
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株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 50,315

　

２　自己株式に関する事項

　　　該当事項はありません。

　

３　新株予約権等に関する事項

　　　ストック・オプションとしての新株予約権

　　　　新株予約権の四半期会計期間末残高　　　　　　　　13,202千円　　　　　

　　　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額
　　　　該当事項はありません。

　

　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　　該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借契約に係る方法に準じて処理を行っ

ておりますが、当四半期会計期間におけるリース取引残高は前事業年度末に比べて著しい変動が認め

られないため、記載しておりません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動があ

りません。

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の当四半期会計期間末の契約額等は前事業年度の末日と比較して著しい変動があ

りません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第２四半期会計期間におけるストック・オプション費用計上額は、重要性がないため記載を省略

しております。また、ストック・オプションの付与及び変更等はありません。

　

(持分法損益等)

関連会社が存在しないため、記載しておりません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

7,266.05円 13,304.20円

　

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期会計期間末

(平成20年９月30日)

前事業年度末

(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 378,793 678,940

普通株式に係る純資産額(千円) 365,591 669,400

差額の主な内訳
　新株予約権(千円)

13,202 9,539

普通株式の発行済株式数(株) 50,315 50,315

普通株式の自己株式数(株) － －

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
(株)

50,315 50,315

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期累計期間

　
当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純損失 6,038.14円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純
損失であるため、記載しておりません。

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

四半期損益計算書上の四半期純損失(千円) 303,809

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式に係る四半期純損失(千円) 303,809

期中平均株式数(株) 50,315

希薄化効果を有するものの、１株当たり四半期純
損失のため、潜在株式調整後１株当たり四半期純
利益の算定に含まれなかった潜在株式について前
事業年度末から重要な変動がある場合の概要

（1）新株予約権付社債
第１回無担保転換社債型
新株予約権付社債（額面
金額200,000千円）
第３回無担保転換社債型
新株予約権付社債（額面
金額350,000千円）
これらの詳細については、
第４　提出会社の状況　1株
式等の状況　(2）新株予約
権等の状況に記載のとお
りです。
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第２四半期会計期間

　
当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純損失 3,302.28円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純
損失であるため、記載しておりません。

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

 

項目
当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

四半期損益計算書上の四半期純損失(千円) 166,154

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式に係る四半期純損失(千円) 166,154

期中平均株式数(株) 50,315

希薄化効果を有するものの、１株当たり四半期純
損失のため、潜在株式調整後１株当たり四半期純
利益の算定に含まれなかった潜在株式について前
事業年度末から重要な変動がある場合の概要

（1）新株予約権付社債
第１回無担保転換社債型
新株予約権付社債（額面
金額200,000千円）
第３回無担保転換社債型
新株予約権付社債（額面
金額350,000千円）
これらの詳細については、
第４　提出会社の状況　1株
式等の状況　(2）新株予約
権等の状況に記載のとお
りです。

　

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。

　

　

EDINET提出書類

アビックス株式会社(E02096)

四半期報告書

32/34



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月10日

アビックス株式会社

取締役会　御中

　

監査法人トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　望　　月　　明　　美　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　水    野　　雅    史　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているア

ビックス株式会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第２０期事業年度の第２四半期会

計期間（平成２０年７月１日から平成２０年９月３０日まで）及び第２四半期累計期間（平成２０年４月１

日から平成２０年９月３０日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書

及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、アビックス株式会社の平成２０年９月３０日現在の財

政状態、同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累

計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において

認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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